
件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

RPA保守業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

選定理由

物品:物品・医璽)、その他

要 令和6年に改修したRPAの保守を行う。

導入年度:令和4年度

下記事業者は、 RPAを導入した事業者である。情報処理システム等の

維持管理で、現行のシステムと密接不可分の関係にあり、同一の者以外

では責任区分が不明確になる。また、故障発生時の原因究明、故障修理

などの対応が困難になるなど、業務の履行が達成できない。

加えて、令和6年4月に実施された財務会計システムのりプレースに

より、既存RPAシナリオの改修作業を実施し、内容を把握している現

事業者の方が、迅速な保守が可能となる。

契約の相手方

6B

※契約年月日

※契約金額

名称株式会社インテック公共ソリューション営業部

契約期間

住所東京都江東区豊洲12-2-1 豊洲べイサイドクロスタワー

担当課

ワ年 q月令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

政策経営部デジタル政策課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

加

/,66 づ',曾40 円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

いきいきプラザー番町高齢者住宅生活協力員業務

特命随意契約理由書

概

工 事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・委託、その他

要

選定理由

高齢者住宅の入居者が、在宅で自立した生活を送り、地域社会で孤

立せずに生活を営めるよう支援を行う。

下記業者は、いきいきプラザー番町の指定管理者かつ一番町特別養

護老人ホームの運営法人である。また、本高齢者住宅は、いきいきプ

ラザー番町の建物内にある。そのため、同一法人に委託するととによ

り夜間・緊急時の対応や他の高齢者サービスとの連携など、より迅速

で円滑な対応が可能となる。以上の理由により、下記業者を契約の相

手方に指定する。

契約の相手方

之ヲえ

※契約年月日

※契約金額

契約期間

称 社会福祉法人カメリア会

東京都江東区亀戸3丁目36番5号所

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

、年 A月

令和7年4月1日から令和8年3月31日

列'ー

環境まちづくり部住宅課

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

戸

(消費税を含む),,']

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

お茶の水小学校・幼稚園総合管理業務

特命随意契約理由書

概

工事

物品

選定理由

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・1委i回、その他

お茶の水小学校・幼稚園の総合管理業務

下記業者は、平成15年12月千代田区建物管理委託運用指針(平成

19年12月改定)に基づき、令和6年度当初契約案件として見積競争

により委託業者として選定された事業者である。令和6年度の業務成

績評定は良好なため、引き続き概ね同条件で翌年度に限り契約の相手

方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

千V

名称株式会社栄代興業千代田営業所

住所東京都千代田区神田三崎町二丁目12番9号

ビノレ307号室

※契約金額

契約期間

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

η年十"/'.

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

子ども部子ども施設課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

qd,082,300

水道橋伊藤

円(消費税を含む)



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

ちよだエコ・オフィス町内会古紙回収業務

概

特命随意契約理由書

工事

物品

選定理由

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・1蚕i司、その他

リサイクルの推進とごみの減量化を図るため、区立小・中学校及び区

立幼稚園における古紙回収の委託を行う。

エコ・オフィス町内会(以下〔オフィス町内会」という)は、共同回

収事業を運営する非営利団体として 1991年に設立された。当時、特定

非営利活動促進法(NP0法)が存在していなかったこともあり、オフ

イス町内会は法人とはなっていない。

この事業は、「①古紙排出企業側は、古紙を廃棄物として処分する費

用よりも安価に回収してもらうことができること。②回収会社は、古紙

相場に左右されずに固定的な収入を得られるので、経営が安定するこ

と。③オフィス町内会事務局は経費を会員からの収入で賄うことによ

り、活動の継続性を確保することができること。」の3つの経済性と、

オフィス町内会の仕組みにより運営を継続することができ、また、環境

保護といえども、関係者の経費の負担が続くような仕組みでは、長期に

わたって活動を継続することはできないと考え開始されたものである。

オフィス町内会の千代田区の事務局代理は下記事業者であり、オフィ

ス町内会の会員として回収を行っている唯一の事業者である。また、区

では、区内の環境りサイクル事業として、この活動を推進・支援してい

る。

以上の理由により下記業者を契約の相手方とする。

qq7

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

契約期間

担当課

株式会社新井商店

東京都台東区根岸5-1 4-13

令和 ?年y月/

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれて

います。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和7年4月1日から令和8年3月31日

子ども部学務課

/,gゞ矢ク 6 d

日

地方自治法施行令第167条の2第1項第三号

^ " 1叢税論む)

)

称
所

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

バリアフリーマップ作成及び職員研修実施業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

その他物品:物品・委託

要 高齢者や障害者等の社会活動への積極的な参加を目的とし、区内の

歩道状況等の情報を提供するため、バリアフリーマップの日本語版を

作成・更新する。

また、区職員を対象とした歩道状況等の情報収集を研修として実施

し、バリアフリー社会実現の必要性について理解促進に努める。

選定理由 本業務で作成するバリアフリーマップは、平成25年度から下記法

人が実地計唄小調査を行って作成しており、道路の傾斜や幅等まで掲

載している地図はほかにはない特徴である。

また、実地踏査による地図情報の収集ノウハウを職員研修に活用で

き、さらに研修で収集した歩道状況等の情報をバリアフリーマップの

作成・更新に活かすことができるのは、下記事業者に限られる。

掲載情報の更新は、地図情報の特許権や著作権、その他排他的権利

を有する下記法人にのみ行える業務である。

以上の理由により下記法人を契約の相手方とする。

220

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

担当課

特定非営利活動法人リーブ・ウィズ・ドリーム

▽年4月令和

根拠規程

東京都千代田区外神田三丁目5番13号

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和7年4月1日から令和8年3月31日

保健福祉部福祉総務課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

3'8b7600

日

円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

医務薬事統合システムの開発導入・保守業務

特命随意契約理由書

概

工事

選定理由

物

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品(玉璽)その他

(非該当)

千代田保健所における医務薬事統合システムの開発導入・保守業務

1 プロポーザル年度令和6年度

(令和7年3月21日付、 6千保生衛発第2405号

令和7年度開始)

2 該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条4号

3 継続年数初年度

プロポーザル方式により選定した下記事業者を契約の相手方に

指定する。

契約の相手方

※契約年月日

名称

住所

タS名

※契約金額

日本コンピューター株式会社東京営業所

埼玉県さいたま市大宮区大門町3-42-5

太陽生命大宮ビル5F

契約期間

担当課

令和

根,拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

q 月/ワ年

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

保健福祉部生活衛生課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

6,960 / 9ξ

日

円(消費税を含む)

品

一





件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

河川情報システム総合保守業務(第811号)

類

工事

物品

概

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・^、その他

要
台風等に伴う千代田区内の雨量及び河川水位を測定・監視する河

川情報システムの機能を維持するため保守点検を行なう。

選定理由

1 本システム、機器及び設備は、株式会社日本エレクトリック・

インスルメント(現ANEOS株式会社)が開発、設置したものであ

る。

2 本業務における機器、設備の維持管理で、既設の機器、設備と

密接不可分の関係にあり、同一者以外では責任区分が不明確にな

り、また、故障発生時の原因究明、故障修理など対処が困難にな

るなど業務履行が達成できない。

以上の理由により、下記業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

乙93

※契約年月日

※契約金額

日

契約期間

円(消費税を含む)

ANEOS株式会社

東京都目黒区中央町1-5-12

担当課

令和

根拠規程

0 との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公

表項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれ

ています。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

?年 q月/

令和7年4月1日から令和8年3月31日

環境まちづくり部道路公園課

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

q,72工600

名
住

称
所



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

介護保険サポーター・ポイント制度運営業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品委託 その他

要

選定理由

介護保険サポーター・ポイント制度は、ボランティア活動の一形態

であり、介護保険施設等でサポート業務に従事した高齢者に対して、

ポイントを付与、換金し、転換交付金の交付を行う業務である。

下記事業者は、地域福祉の向上・推進を図るため、「ちょだボラン

ティアセンター」を運営している。その内容には、各施設・団体への

積極的な活動支援、高齢者とボランティア受け入れ先とを繋ぐ役割、

事業の円滑な運営のための区内介護保険施設との連絡・連携体制の構

築が含まれる。

ボランティア団体や個人が介護保険施設や高齢者個人に対してボ

ランティア活動を円滑に行うためには、ちょだボランティアセンター

との一体的な支援が必要不可欠であり、それらの情報・知識・ノウハ

ウなしには業務が履行できない。以上の理由により、下記事業者を契

約の相手方に指定する。

千肋

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称社会福祉法人千代田区社会福祉協議会

契約期間

住所東京都千代田区九段南1-6-10

担当課

n年千月/令和

根拠規程

0 と.の理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

3,1S、ヲ・,2_10
楽蕉価運価契約のため、契約金額は支出限度額

令和7年4月1日~令和8年3月31日

保健福祉部在宅支援課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号/

日

円(消費税を含む)





件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

環境配慮方針に基づく公共施設の電気需給伯家発補給分含む)

概

特命随意契約理由書

工事

物品

要

選定理由

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

西回・委託、その他

千代田区地球温暖化対策第5次実行計画に掲げる目標を達成する

ため、 CO.排出量を最大限削減可能な電力事業者から電力の供給を

受ける。

電力の調達にあたっては、「千代田区における温室効果ガス等の排

出の削減に配慮した電力調達の推進に関する方針」第6条第2号に

基づき事業者を選定する。

環境省・経済産業省が公表した「電気事業者別排出係数」の低い

事業者のうち、区の電力使用見込量を満たす電力供給が可能であり、

予算の範囲内の価格で供給できる事業者は限られている。

以上のことから、下記事業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

住所

契約期間

出光興産株式会社電力・再生可能エネルギー事業部

東京都千代田区大手町一丁目2番1号

令和7年4月1日

414,839,247円

※単価契約のため、

担当課

令和7年4月1日から令和8年4月30日まで

(ただし、需給期間は令和7年4月1日から令和8年4月の検針

日前日まで)

(消費税を含む)

契約金額は支出限度額

根拠規程

0 この理由書は、,「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公

表項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれ

ています。

子ども施設課、高齢介護課、住宅課、地域保健課、麹町出張所、富

士見出張所、神保町出張所、神田公園出張所、和泉橋出張所、安全

生活課、万世橋出張所

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号





特

件

随

種

名

工
事
事案

旧今川中学校外1校高圧進相コンデンサ交換等業務

概

契

劾
件の

類
工事

物品

所
み)

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

約

要

理

選

旧学校施設に設置している高圧受変電設備コンデンサ機器
は、設置後30年以上経過し劣化が著しいため、交換又は撤去
するとともに、絶縁油のPCB含有調査を行い、安全な状態
を維持し法令に適した管理を行う。

定

505、、

由

理

下記業者は学校施設等における自家用電気工作物保安管理業
務の受託業者であり、同業務において当該施設の保守・点検
業務を行っている。本業務では高圧受配電設備の操作が不可
欠であることから、下記事業者の電気主任技術者のみでしか
対応できない。
なお、本件はPCBの適正な調査・処理を行うために、高圧電気
設備に精通した事業者による取り扱いが必須であり、他の学
校施設において同様の作業を行った実績もあることから安全
優先で適切な業務が遂行できる。
以上のことから、下記業者を契約の相手方に指定する。

圭:
^

契約

由

※

の

※

相手方

契約年月日

契

契約金額

担

約

根

称株式会社TKテクノサービス

所東京都千代田区神田神保町2-17

期

当

拠

令和 7年 A 月

間

0

規

※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

令和7年4月1日から令和7年10月 日まで31

定

子ども部子ども施設課

(03foC杉)

地方自治法施行令第167条の2第1項第67・

日

円(消費税を含む)

その他

意

課

@

命

品

エ
(

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

九段中等教育学校学校徴収金システム保守業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

選定理由

物品、物品・匡^その他

要 学校徴収金システム用ハードウェア及びソフトウェアの保守

1.プロポーザノレ年度:平成28年度

(平成29年3月8日付28千中等シ発砧7号平成30年度開始)

2.該当:千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条第4号

3.継続年数:8年

4.更新:令和6年12月12日付6千指業委第10号「指名業者選定委

員会」承認

業務成績は良好なため、引き続き令和7年度においても下記事業者を

契約の相手方に指定する。

契約の相手方

5dる

※契約年月日

※契約金額

'ノ

円(消費税を含む)

契約期間

エスエイティーティー株式会社

東京都千代田区神田三崎町一丁目3番12号

水道橋ビル8階

担当課

令和ワ年4

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

九段中等教育学校経営企画室

月

/,qヲ・4,525

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

名
住

称
所



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

子ども発達センター入館業務

特命随意契約理由書

概

工事

物

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・1委西、その他品

選定理由

子ども発達センターを利用する未就学児童や乳幼児を連れた保護

者の来館が集中する時間帯に、自転車の駐輪や6階への案内等、入館

対応を業務委託にて実施する。

本業務は、神田さくら館(児童・家庭支援センター)内における子

ども発達センターの業務を円滑に行うため、事業者に入館業務を委託

するものである。本業務は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

(以下Ⅳ却という。)の基本的理念に基づく業務であり、高齢の方

であっても容易に従事可能なものである。

また、下記法人は、法第37条第1項にもとづき、高年齢者等の職

業の安定、その他福祉の増進を図るとともに、地域の経済及び社会の

発展に寄与する目的で設立されている。

以上の理由により、下記法人を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

ゞ配d

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

称

契約期間

公益社団法人千代田区シルバー人材センター

千代田区九段南1-6-10

担当課

所

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

楽葬h正

7年 q月/

令和7年4月1日から令和8年3月31日

タ97,66q
契約のため、契約金額は支出限度額

子ども部児童・家庭支援センター

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号

日

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

休日応急診療所案内業務

特命随意契約理由書

概

選定理由

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・匿匠1、 その他

休日応急診療所の診療業務時間における千代田保健所の開所及び

閉所業務、利用者への案内等の業務。

本件は、千代田保健所(以下「本所」という。)内における休日応

急診療所の業務を円滑に行うため、有人警備による本所の開所と閉

所、診療所開設時間内の案内業務等を行うものである。本業務は、高

年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下 W却という。)の基本的

理念に基づく業務であり、高齢の方であっても容易に従事可能なもの

である。

また、下記法人は、法第37条第1項に基づき、高年齢者等の職業の

安定、その他福祉の増進を図るとともに、地域の経済および社会の発

展に寄与する目的で設立されている。

以上の理由により、下記法人を契約の相手方に指定する。

ぐ子0

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

公益社団法人千代田区シルバー人材センター

東京都千代田区九段南一丁目6番10号

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

ワ年 y" 1

、ノ

、 4母

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

保健福祉部地域保健課

/y》'ク,9ぎ"'q

地方自治法施行令第167条の2第1項第 3 号

日

円(消費税を含む)

事
品

工
物



件

種

名

工事場所

(工事案件の

み)

類

神田公園区民館・内神田集会室受付業務

特命随意契約理由書

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物

概

品:物品・三その他

要

選定理由

神田公園区民館・内神田集会室の鍵の開閉、利用承認書の確認、忘

れ物の管理等の集会室管理

本業務は、神田公園区民館・内神田集会室の受付業務を委託する

ものである。本業務は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以

下W却という。)の基本的理念に基づく業務であり、高齢の方であっ

ても容易に従事可能なものである。

また、下記法人は、法第37条第1項に基づき高年齢者等の職業の安

定、その他福祉の増進を図るとともに、地域の経済および社会の発展

に寄与する目的で設立されている。

以上の理由により、下記法人を契約の相手方に指定する。

ξ子口

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

゛

契約期間

称

担当課

公益社団法人千代田区シルバー人材センター

東京都千代田区九段南1-6-10 かがやきプラザ4階所

令和

根拠規程

0 との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれて

います。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

楽墫イ西

7

令和7年4月1日から令和8年3月31日

年・

地域振興部神田公園出張所

q月/

地方自治法施行令第167条の2第1項第30

のため
j9ワ仏ぎデ

は

日

艮度額
円(消費税を含む)

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

一番町集会室及び麹町集会室管理業務

概

工 事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

要

選定理由

一番町集会室及び麹町集会室の鍵の開閉、機械警備の設定解除、利

用者承認書の確認等の集会室管理

本件は、一番町集会室及び麹町集会室内における管理業務を円滑

に行うため、一番町集会室及び麹町集会室管理業務を行うものであ

る。本業務は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下 N釦

という。)の基本的理念に基づく業務であり、高齢の方であっても容

易に従事可能なものである。

また、下記法人は、法第37条第 1項に基づき、高年齢者等の職業

の安定、その他福祉の増進を図るとともに、地域の経済および社会の

発展に寄与する目的で設立されている。

以上の理由により、下記法人を契約の相手方に指定する。

ゞ子ク

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

契約期間

称 公益社団法人千代田区シルバー人材センター

東京都千代田区九段南1-6-10

担当課

所

?年 y月/令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しくいるので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和7年4月1日から令和8年3月31日

i而

地域振興部麹町出張所

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号

6006y92・

日

物品:物 也イそ@口口

名
住



件

種

名

工事場所

(工事案件の

み)

類

神田公園出張所・区民館及び内神田集会室の日常清掃業務

特命随意契約理由書

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物

概

品:物品・三その他

要

選定理由

神田公園出張所・区民館及び内神田集会室の日常清掃業務

本業務は、神田公園出張所・区民館及び内神田集会室の日常清掃

業務を委託するものである。本業務は、高年齢者等の雇用の安定等

に関する法律(以下呼却という。)の基本的理念に基づく業務であ

り、高齢の方であっても容易に従事可能なものである。

また、下記法人は、法第37条第1項に基づき、高年齢者等の職業

の安定、その他福祉の増進を図るとともに、地域の経済および社会

の発展に寄与する目的で設立されている。

以下の理由により、下記法人を契約の相手方に指定する。

ご y2、

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

契約期間

担当課

公益社団法人千代田区シルバー人材センター

東京都千代田区九段南1-6-10 かがやきプラザ4階

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公

表項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれ

ています。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

7年 Yh/

令和7年4月1日から令和8年3月31日

ι子 16,%δ'

地域振興部神田公園出張所

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号

日

は支出限度額

名
住

称
所



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

和泉橋出張所・区民館日常清掃業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

選定理由

要 和泉橋出張所・区民館の日常的な清掃業務

本件は、和泉橋出張所・区民館の衛生環境を保つために日常的な清

掃業務を行うものである。本業務は、高年齢者等の雇用の安定等に関

する法律(以下Ⅳ却という。)の基本的理念に基づく業務であり、

高齢の方であっても容易に従事可能なものである。

また、下記法人は、法第37条第1項に基づき、高年齢者等の職業

の安定、その他福祉の増進を図るとともに、地域の経済及び社会の発

展に寄与する目的で設置されている。

以上の理由により、下記法人を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

j?・と

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

公益社団法人千代田区シルバー人材センター

東京都千代田区九段南1-6-10

担当課

令和

ι62、9,ク9y
契約のため、契約金額は支出限度額楽イ西

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

?年 q月/

令和7年4月1日から令和8年3月31日

地域振興部和泉橋出張所

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号

日

円(消費税を含む)

物品:物 也イそ@ロ
ロ
ロ
ロ



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

麹町集会室日常清掃業務

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

選定理由

物品、物品!医璽)その他

ノ

要 麹町集会室の日常清掃業務

本件は、麹町集会室内における日常の清掃業務を円滑に行うため、

麹町集会室日常清掃業務を行うものである。本業務は、高年齢者等の

雇用の安定等に関する法律(以下 N却という。)の基本的理念に基

づく業務であり、高齢の方であっても容易に従事可能なものである。

また、下記法人は、法第37条第1項に基づき、高年齢者等の職業

の安定、その他福祉の増進を図るとともに、地域の経済および社会の

発展に寄与する目的で設立されている。

以上の理由により、下記法人を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

ぶ 92__

※契約金額

日

契約期間

円(消費税を含む)

公益社団法人千代田区シルバー人材センター

東京都千代田区九段南1 6-10

担当課

り年q月/令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

柳而

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

子■7Pgク
約のため、契約金額は支出限度額

地域振興部麹町出張所

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号

名
住

称
所





件

種

名 区立保育園・こども園・幼稚園における園内業務支援システムの構築及び

運用保守業務

工事場所

(工事案件のみ)

類

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品、物品(き璽シその他

要

選定理由

区立保育園・こども園・幼稚園への園内業務支援システムの導入により、

保護者の利便性を向上させるとともに、職員の業務負担の軽減や単純作

業の省力化を図り、より保育業務に専念できる環境を構築すること及び

保育の質の向上を図るため、構築及び運用保守業務を委託する。

1 プロポーザノレ年度令和4年度

(令和4年8月9日付4千子子支発0541号令和4年度開始)

2 該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱

第8条第4号

3 継続年数 4年

4 評価業務成績良好

プロボーザルによって選定された下記業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

227

※契約年月日

※契約金額

1

委託期間

名

担当課

令和 7年4月

地

根拠規定

日本ソフト開発株式会社

滋賀県米原市米原西器番地

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公

表項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含ま

れています。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

2チ2&800

子ども部子ども支援課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

円(消費税含む)

法
所

人
在



件 名

種

建築設備定期検査報告に係る予備審査及びデータ管理等に関する

業務

類

特命随意契約理由書

工事場所

(工事案件のみ)

概 要

士木・建設信剣蒲・設計、測量、地質調査・その他工事

選定理由

物品・託その他

建築基準法第 12条第3項の規定に基づき、建築設備定期検査報告

を円滑かつ効率的に実施するために、報告書の予備審査、データ管理

等に関する業務を行う。

昭和46年通達「建設省住指発第918号・定期報告制度運営要領」

に基づき、定期報告制度の予備審査等の体制は整備され、東京都内の

建築設備定期検査報告にあたって、昭和48年1月に、財団法人日

本建築設備安全センター(現一般財団法人日本建築設備'・昇降機セ

ンター)が設立された。当該法人は、都内各特定行政庁の委託を受け、

報告書の予備審査、データ管理等の業務を行っている。

予備審査のデータ管理等について、複数の条件を満たすことが必要

であって、下記事業者はすべての条件を満たす都内で唯一の団体であ

る。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

qqp

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

契約期間

称

担当課

所

一般財団法人日本建築設備・昇降機センター

東京都港区西新橋1-15-5内幸町ケイズビル2階

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

q月/日ワ年

,阿',『ー

令和7年4月1日~令和8年3月31日

、゛

環境まちづくり部建築指導課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

/,9 乙q,22ゞ'
、 額

事
品

工
物

名
住



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

概

特命随意契約理由書

戸籍・戸籍附票システム標準化・ガバメントクラウド対応

物品:委託

要

選定理由

戸籍情報総合システムについて、令和7年度末までにガバメントク

ラウドを活用した標準準拠システムに移行できる環境を整備するた

め、標準仕様書に基づき、AD和RLD標準準拠システムとの切替え作業

を実施する。

本システムの導入については、千代田区戸籍事務電算化実施業者調
査委員会において、日立製作所がシステム開発保守業者として選定さ
れた(平成 10年8月7日付千地戸発第 176 号)。本システム関連の業

務は、日立製作所のグループ企業の下記業者が担当している。
本件業務は、既設の機器、設備、情報処理システムと密接不可分の

関係にある。本件業務を同一者以外に履行させると、既存のシステ
ム・機器類の運用に著しく支障が生じるおそれがある。
標準化後のパッケージソフトウェアの適用及び同システムのガバ

メントクラウドへの接続は、開発した下記業者以外では不可能であ
り、本件業務を行うことができない。
以上の理由により、下記業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

/ 62__

※契約年月日

名称

※契約金額

株式会社日立システムズ公共・社会営業統括本部

第四営業本部

東京都品川区大崎一丁目2番1号住所

契約期間

担当課

令禾口

根拠規程

7年 q月/

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公

表項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれ

ています。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

地域振興部総合窓口課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

9夕j7 S'巨000

日

円(消費税を含む)



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

概

戸籍法改正に伴う振り仮名対応作業(第3号施行対応)

特命随意契約理由書

物

要

委託

戸籍法改正に伴い、令和7年5月26日より戸籍に氏名の振り仮名

が記載されることとなったため、本籍人に送付する仮の振り仮名の通

知書データの作成・問合せ対応及びコンビニ交付機能から出力される

証明書の変更に対応するための戸籍証明書発行サーバの工程試験を

実施する。

選定理由 区の戸籍システムは、平成 10年8月7日付千地戸発第 176号によ

る東京都千代田区戸籍事務電算化実施業者調査委員会の決定により

下記業者のシステムを使用している。

本件業務については、既設の機器、設備、情報処理システムと密

接不可分の関係にある。本件作業を同一者以外に履行させると、既

存の電算システムの運用に著しく支障が生じるおそれがあるため、

システム開発に携わっている下記事業者以外に本件業務を行うこ

とができない。

以上の理由により、下記業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

/ 70

※契約年月日

※契約金額

名称株式会社日立システムズ

契約期間

住所東京都品川区大崎一丁目2番1号

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及ぴ契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

ワ年

令和7年4月1日から令和7年9月30日まで

ιチ月

地域振興部総合窓口課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

司6'/ア dク゜ 円(消費税を含む)

品



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

高齢者相談・支援システム運用保守業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

選定理由

物

,要

物品委託、その他

高齢者相談・支援システムの運用保守業務を委託する。

1.導入年度平成24年度(平成25年3月開始)

2.継続年数 12年

3.評価業務成績良好

4.本システムは、総合住民サービスシステムのサブシステムとして

新たに導入・構築することを情報化推進委員会(平成23年9月2日付

23千政第48号)で承認され、平成25年3月に下記業者により構築さ

れた。その後、平成30年3月末に機器更改を実施した。

本サービスは、既設の機器、設備、情報処理システムと密接不可

分の関係にあり、同一の者以外では責任区分が不明確になり、また、

故障発生時の原因究明、故障修理など対処が困難になるなど業務履

行が達成できない。

以上の理由により、下記業者を契約の相手方に指定する。
.

契約の相手方

qq 0

※契約年月日

※契約金額

名称株式会社電算

契約期間

住所長野県長野市鶴賀七瀬中町276-6

担当課

7年リ月/令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

保健福祉部在宅支援課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号＼

6299,ク/ク

日

円(消費税を含む)

品



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

麹町小学校給食調理業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品く蚕盆)その他

選定理由

要 麹町小学校の給食にかかる調理および配膳等業務を委託する。

1.プロポーザル年度令和4年度(令和5年度開始)

該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱8条第6号

継続年数 3年

評価良好

業務成績は良好なため、引き続き令和7年度においても

下記業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

IB

※契約年月日

※契約金額

まで契約期間

称

担当課

所

株式会社メフォス

東京都港区赤坂2-23-1

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

ワ年 q月

令和7年4月1日から令和8年3月31日

子ども部学務課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

",61,フ, RO0

日

円(消費税を含む)

2
 
3
 
4

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

麹町中学校特別講座業務

特命随意契約理由書

概

工事

物品

選定理由

要

士木・建設信剣肩・設計、測量、地質調査

物品・委託、その他

麹町中学校において、長期休業中学習教室及び英会話講座業務

を実施する。

1 プロポーザル年度令和5、 6年度(令和6年度開始)

(令和6年5月14日付6千子指導発第 187号)

2 該当プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条第1号

3 継続年度 2年

4 評価良好

業務成績は良好なため、引き続き令和7年度においても下

記事業者を契約の相手方に指定する。

4ヲ

契約の相手方

※契約年月日

その他工事

※契約金額

名称株式会社エデュケーショナルネットワーク

契約期間

住所東京都千代田区神田猿楽町一丁目5番15号

担当課

令和7年 q "ノロ

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

工 9 チ,'チグP

子ども部指導課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

.

円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

麹町保育園給食調理業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・医西その他

要

選定理由

麹町保育園の給食にかかる調理および配膳等業務を委託する。

1 プロポーザル年度令和5年度(令和6年度開始)

該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱8条第6号

継続年数 2年

評価良好

417

契約の相手方

業務成績良好なため、引き続き令和7年度においても下記事業者を

契約の相手方に指定する。

※契約年月日

※契約金額

契約期間

称

所

担当課

株式会社メフォス

東京都港区赤坂二丁目23番1号

令和

根拠規程

0 との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

?年チ月

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

子ども部学務課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

2→・, P37, 200

日

円(消費税を含む)

2
 
3
 
4

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

債権管理法律相談業務

特命随意契約理由書

.^

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物

要

品

選定理由

物品(玉璽)その他

自治体における債権管理について、法律問題や法律的知識が必要

な事柄が生じた場合の法律相談を実施し適正な債権管理に向けて、

職員の知識の醸成と事務能力の向上を図る。

下記業者は、代表弁護士が東京弁護士会弁護士業務改革委員会の

「自治体債権管理問題検討チーム」の座長を務めていたとともあり、

所属弁護士含め自治体における債権管理に極めて精通している。

また、特別区職員研修所主催の養成講座珀治体債権の管理・回

収」や、当区の債権管理研修の講師を務めるなど実績があり、自治

体における債権管理の実務を把握していることから、区職員からの

債権管理に係る相談に対して適切な助言、指導ができる。

以上の理由により、下記業者を契約の相手方として指定する。

契約の相手方

ユξ'/

※契約年月日

所在地

※契約金額

東京都千代田区神田小川町一丁目7番地

小川町メセナビル8階

弁護士法人マイスタット法律事務所

契約期間

名称

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公

表項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含ま

れています。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

〒"/7年

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

政策経営部施設経営課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

96qaクa

日

円(消費税を含む)

1



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

住居表示管理システム保守管理業務

概

特命随意契約理由書

工事

物品

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・^、その他

千代田区指定箇所

選定理由

本業務は、住居表示台帳の維持管理や住居表示に関する証明書等の発

行機能を搭載した住居表示管理システム(以下「本システム」という。)

の正常な稼動維持及び円滑な運用のため、システムの保守管理を実施す

るものである。

導入年度令和元年度

下記業者は、本システムの開発業者であり、本業務は既設のシステ

ムと密接不可分の関係にあり、同一の者以外では責任が不明確にな

り、また、故障時の原因究明、故障修理などが困難になるなど、業務

の履行が出来ない。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

/ξ、'g

社名

契約期間

住所

担当課

令和

株式会社丸菱行政地図

根拠規程

0この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項目

に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれています。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

q月/7年

東京都台東区池之端二丁目5番U号

令和7年4月1日から令和8年3月31日

地域振興部コミュニティ総務課

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

/ 2 選'η、oob

日

円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

宿泊場所及び給食提供業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

選定理由

要 緊急対応を要する住まいのない生活困窮者に、一定期間、宿泊場所

と給食を提供する。

本業務は、生活困窮者支援に関する知識や経験を有し、東京都の指導

及び基準単価に基づき、社会福祉法第2条第3項による無料低額宿泊施

設を区内で確保することが必要とされる。

区内にある無料低額宿泊施設で、上記の条件を満たしている施設は下

記業者が運営する宿泊施設のみである。

211

契約の相手方

なお、下記業者は令和6年度においても本業務の趣旨を十分に踏まえ、

緊急を要する対応時に常に宿泊場所と給食の提供を実施しており、23

区でも多数の運営実績を有している。

以上の理由から、下記の業者を契約の相手方に指定する。

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

契約期間

動、

担当課

所

特定非営利活動法人さくら福祉推進協会

▽年4川令和

根拠規程

東京都中央区日本橋馬喰町 1-12-フシティハイツ日本橋 806

2,1ヲ 6,〒OU
※、伯漸m契約のため、契約金額は支出限度額

0 との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

保健福祉部生活支援課

地方自治法施行令第167条の2第1項第20

日

その物品:物品 @

名
住



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

特命随意契約理由書

概

出退勤確認用IC力ードリーダー等の保守

委託

要 出勤簿の電子化に伴い、職員の出退勤記録はIC力ードを利用した

所定の操作によって行い、その情報をもとに職員の勤務状況等にかか

る事務を処理している。

当該事務を正常かつ安定的に稼働させるため、1C 力ードリーダー

等の保守を委託する。

選定理由 出退勤確認用 IC力ードリーダー機器は、下記事業者が令和令和6

年度に設置したものである。本保守業務については、既設の人事情報

総合システム機器、設備、情報処理システムと密接不可分の関係にあ

りゞ同一者以外では責任区分が不明確になり、また、故障発生時の原

因究明、故障修理など対処が困難になるなど業務履行が達成できな

し、

令和6年度の業務成績は良好なため、引き続き令和7年度において

も下記事業者を契約の相手方に指定する。

ゞ今チ

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

1

称

契約期間

所

担当課

アマノ株式会社

東京都文京区後楽 1-フ-27

7年 y 月1 0令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公

表項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれ

ています。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

/,649,之00

政策経営部人事課

地方自治法施行令第167条の2第1項第67

.ノ

後楽鹿島ビル3階

円(消費税を含む)

名
住



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

振り仮名業務実施のための機器移設に伴う設定変更作業

概

特命随意契約理由書

物品:委託

要

選定理由

戸籍法改正に伴い、令和7年5月26日より戸籍に氏名の振り仮名が

記載されることとなったところ、戸籍への氏名振り仮名の登録等業務を

本庁外で実施する。本業務では、本庁にある戸籍システム端末及びその

周辺機器の一部を本庁外へ移設するための設定変更作業を実施する。

当該戸籍システムの導入については、千代田区戸籍事務電算化実施

業者調査委員会において、日立製作所がシステム開発保守業者として

選定された(平成 10年8月7日付千地戸発第 176号)。本システム関

連の業務は、日立製作所のグループ企業の下記業者が担当している。

本件戸籍システムの設定変更作業対応及び立会い対応業務につい

ては、既設の機器、設備、情報処理システムと密接不可分の関係にあ

る。本件作業を同一者以外に履行させると、既存のシステム・機器類

の運用に著しく支障が生じるおそれがある。また、直接的なシステム

操作やサーバーへのアクセスが必要となるため、システム開発に携わ

つている下記事業者以外に本件業務を行うことができない。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

272

契約の相手方

1

※契約年月日

※契約金額

名称

円(消費税を含む)

住所

契約期間

株式会社日立システムズ

東京都品川区大崎1-2-1

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公

表項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれ

ています。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

7年 y月/ロ

令和7年4月1日から令和7年7月31日まで

地域振興部総合窓口課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2夛

//了クt ooo



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

神田一橋中学校総合管理業務

特命随意契約理由書

概

選定理由

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・1委詔、その他

神田一橋中学校の総合管理業務

下記業者は、平成15年12月千代田区建物管理委託運用指針(平成

19年12月改定)に基づき、令和6年度当初契約案件として見積競争

により委託業者として選定された事業者である。令和6年度の業務成

績評定は良好なため、引き続き概ね同条件で翌年度に限り契約の相手

方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

名称株式会社スリー・ウッド

住所東京都千代田区内神田1

ラザ820号室

※契約金額

jワ<

契約期間

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する゛律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃ

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

7年

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

¥月/

子ども部子ども施設課

千代田支店

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

了?,2之ζマ0D

18-11

日

東京ロイヤルプ

円(消費税を含む)

事
品

工
物



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

神田保育園給食調理業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・医西その他

要

選定理由

神田保育園の給食に力.功、る調理および配膳等業務を委託する。

1.プロポーザル年度令和4年度(令和5年度開始)

2.該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱8条第6号

3.継続年数 3年

4.評価良好

業務成績良好なため、引き続き令和7年度においても下記事業者を

契約の相手方に指定する。

契約の相手方

チ仏

※契約年月日

※契約金額

契約期間

称

所

担当課

株式会社メフォス

東京都港区赤坂二丁目23番1号

令和

根拠規程

0 との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

i7年チ月

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

子ども部学務課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

1 0

2q , S'チ2、,イ"00 円(消費税を含む)

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

神保町エリアの街並み再生に向けた方策検討支援業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物

要

品 物品(き璽)その他

神田神保町地域(以下、「当地域」という。)は世界でも有数の規模を持つ

古書店街として知られ、千代田区都市計画マスタープランにおいては、まち

の将来像を「成熟された界隈の文化にひかれた多くの人が創造的活動を広げ

るまち」と位置付けられている。一方で、老朽化建物が多いなか、複雑で狭

小な敷地が多い等の理由から、建物の更新が困難な状況下にあるという課題

を有している。

本業務は、当地域において、まちづくり上の課題及び特性を整理したうえ

で、これまで当地域で育まれてきた文化を継承し、街の魅力を存続しながら、

まちを更新していくための具体的な方策について検討するための支援を行

選定理由

4q9

つ。

1 プロポーザル年度令和5年度

(令和5年9月28日付 5千環地ま発 109号)

2 該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要項第8条第6号

3 継続年数 3年目

4 評価良好

良好な業務成績のため、引き続き令和7年度においても下記業者を契約

の相手方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称株式会社日建設計

契約期間

住所東京都千代田区飯田橋二丁目18番3号

担当課

令和 ワ年4月

根拠規程

0 と.の理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

環境まちづくり部地域まちづくり課

/q,7子〒000

地方自治法施行令第167条の2第1項第2今＼

日

円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

人材派遣業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設信剣備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・委託、その他

要

選定理由

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関

する法律」(以下「労働者派遣法」という。)に基づき、区が業務

上必要とする人材派遣業務(一般労働者派遣事業)を迅速かつ安定的

に実施する。

1.プロポーザル年度令和4年度

(令和4年12月14日付4千政人事発第1411号令和5年度

開始)

2.該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条6号

3.継続年数 3年

4.評価良好

以上の理由から、引き続き令和7年度においても下記事業者を契約の

相手方に指定する。

539

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

住所

契約期間

株式会社アスカ東京支店

東京都千代田区大手町2-1

担当課

令和 ワ年4月

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

※

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

イ@
4715》'チ8

契約のため契約金棚よ支出限度額

政策経営部人事課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

1日

1 大成大手町ビル23階

円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

人材派遣業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設■剣蒲・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・委託、その他

要

選定理由

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関

する法律」(以下「労働者派遣法」という。)に基づき、区が業務

上必要とする人材派遣業務(一般労働者派遣事業)を迅速かつ安定的

に実施する。

1.プロポーザル年度令和4年度

(令和4年12月14日付4千政人事発第1411号令和5年度

開始)

2.該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条6号

3.継続年数 3年

4.評価良好

以上の理由から、引き続き令和7年度においても下記事業者を契約の

相手方に指定する。

55〒

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

住所

契約期間

パーソルテンプスタッフ株式会社

東京都渋谷区代々木2-1-1 新宿マインズタワ-28階

担当課

令和 7年4月

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

※亭価

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

21号445;67
契約のため、契紺金額は支出限度額

政策経営部人事課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

円(消費税を含む)





件

種

名

く工事場所

(工事案件のみ)

類

千代田区ジェンダーに関する意識・実態調査及び男女平等推進区民

会議運営支援業務

特命随意契約理由書

概

物品:委託

要 千代田区は、平成9年3月に、最初の「千代田区男女平等推進行動

計画」を策定して以来、計画の改定を重ね、令和4年3月に策定した

第6次千代田区ジェンダー平等推進行動計画では、「性別による不平

等がなく、だれもが自分で生き方を選ぶことができ、その選択が認

められて参画できる社会の実現」を基本理念に掲げ、さまざまな施策

を推進してきた。令和8年度に第6次計画の計画期間が終了するとと

に伴い、(仮称)第7次千代田区ジェンダー平等推進行動計画の策定

を予定している。

本業務は、第6次計画の評価と、第7次計画の策定に向けた区の

現状と課題を把握するため、区民・区内事業所に対しジェンダーに関

する意識・実態調査を行うものである。また、計画改定に向けた提言・

検討を行う千代田区男女平等推進会議等を効果的かつ効率的に運営

するとともに、意識・実態調査の結果を踏まえ、必要データの収集・

分析や助言・資料提供等を行うことを目的として実施をする。

本事業の実施にあたり、アンケート調査の実施及びそれにかかる男

女平等推進区民会議の運営を円滑に遂行するための業務を委託する。

g37

選定理由 1 プロポーザル年度令和6年度(令和7年度開始)

(令和7年3月14日付6千地国男発第471号)

2 言亥、旨

千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条第6号

3 継続年数初年度

プロポーザルによって選定された以下の事業者を契約の相手方

に指定司、る。

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

住所

株式会社名豊

愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目21番19号

令和 ワ年A月10

6, q6 曾,0卯

1

円(消費税を含む)

、
〕



契約期間

担当課

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公

表項目に対応してぃるので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれ

ています。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入Lます。

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

地域振興部国際平和・男女平等人権課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

2



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

千代田区スポーツ振興基本計画策定支援業務

特命随意契約理由書

概

工 事:士木・建設・ 設備 .

品:物品・1委詔、 その他物

要 子どもから高齢者まで、障害のあるなしに関わらず、全ての区内

在住・在勤・在学者がスポーツに親しむ環境を整備することを目的

として、令和8年度以降を計画期間とする「千代田区スポーツ振興

基本計画」を策定する。計画策定にあたり、策定作業を円滑に進行

し、地域特性や区民二ーズを的確に反映させるため、専門的知見に

基づいた策定業務支援を委託する。

選定理由

測量、地質調査・その他工事

1 プロポーザル実施年度

令和6年度(令和7年3月27日6千地生ス発第 1639号)

2 該当

千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条第1号

3 継続年数

初年度

プロポーザル方式により選定した下記事業者を、契約相手方に指

名する。

■タ

契約の相手方

"

※契約年月日

円(消費税を含む→※契約金額

称、 株式会社ジャパンインターナショナル総合研究所

京都府京都市右京区西京極西池田町9番地5西京極駅前

ビル6階

所

契約期間

担当課

ワ年4月1ヨ令和

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれて

います。
丈

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

根拠規程

契約締結日の翌日から令和8年3月31日

地域振興部生涯学習・スポーツ課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

6,600,000

一

一
冒ル

名
住





件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

千代田区橋梁のライトアップに向けた調査検討業務

特命随意契約理由書

概

工事

物

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・倭劃、その他

選定理由

本業務は、「千代田区川沿いのまちづくりガイドライン」に基づき、

地域資源である水辺を誰もが快適に楽しめるにぎわいのある空間に

するために、千代田区が管理する橋梁を軸としたライトアップの試験

点灯に向けた調査検討を行うものである。

下記業者は、令和6年度に公募型プロポーザル方式により、千代田

区橋梁のライトアップに向けた調査検討業務(以下、「調査検討業務」

という。)を受託し、千代田区が管理する橋梁を軸としたライトアッ

プに向けた調査検討を行った。本業務は、調査検討業務にて検討した

全体ビジョンに基づき、ライトアップの試験点灯を実施する橋梁2箇

所を抽出し、試験点灯及び効果検証の実施が必要なことから、密接不

可分の関係にあり業務成績も良好なため、引き続き、下記の業者を契

約の相手方に選定する。

ξ03

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称株式会社プランニングネットワーク

契約期間

住所東京都北区田端新町三丁目14番6号

担当課

令和 ワ年弓月

根拠規程

0 との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

環境まちづくり部景観・都市計画課

21,65S93仔

地方自治法施行令第167条の2第1項第

1 0

円(消費税を含む)

号

品



件

種

名

類

工事場所

(工事案件の

み)

千代田区国民健康保険医療費分析等業務

特命随意契約理由書

工事

概

物

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・1委臣1、その他

要

品

千代田区国民健康保険のレセプトデータと特定健診データを突合

し、分析を行い、千代田区国民健康保険医療費の現状を的確に把握

する。この分析結果を踏まえ、対象者に特定健診受診勧奨通知・矢

療機関受診勧奨通知・ジェネリック医薬品利用差額通知等の発送を

行い、被保険者の健康増進に努める。なお、本業務委託は平成26年

度から開始した。

選定理由 本業務は千代田区国民健康保険の被保険者の「健康寿命(平均自

立期間)の延伸」と「医療費の適正イヒ」を目的として令和6年度か

ら令和Ⅱ年度を期間として定められた「第3期データヘルス計画

及び第4期特定健康診査等実施計画」の達成に係る事業である。

医療費分析業務における経過観察及び比較検証には、検証データ

の設定・抽出条件が統一されていなけれぱならないため、令和6年

度の同業務の受託者である下記の業者が継続して業務を行う必要が

ある。

また、「健康寿命の延伸」に係る業務である被保険者への保健指導

においては、数年に渡っての指導が必要となる場合が多々あり、業

務効果の最大化のためには継続的に被保険者との関係性を築き、指

導経緯を詳細に把握している同一の保健師が継続して指導に当たる

ことが望ましい。

以上の理由から、下記の業者を契約の相手方に指定する。

270

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

契約期間

担当課

令和

(株) JⅧC

東京都港区芝大門2-5-5

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれて

います。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

根拠規程

7年¥"1

見価V

令和7年4月1日から令和8年3月31日

保健福祉部保険年金課

1?了9qすクク

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

住友芝大門ビル12階

名
住

称
所



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

千代田区施設保全情報管理システム運用保守業務

概

工事

特命随意契約理由書

物品

選定理由

要

士木・建設信剣蒲・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・1委劃、その他

令和5年度に更新した千代田区施設保全情報管理システムの保守を委

託する。

1 プロポーザル年度令和5年度

(令和 5年8月22日付 26 千政施経発 254)

i亥当

千代田区プロポーザル方式業者選定実施要項第8条第4号

継続年数 3年(運用保守は2年助

プロポーザルによって施設保全情報管理システムの更新を令和

5年度に実施し、令和6年度から運用保守委託を実施している。

本システムを更新した下記事業者を契約の相手方に指定する。
ノ

2

契約の相手方

3

※契約年月日

イ

了 2_6

※契約金額 円(消費税を含む)

契約期間

称

所

担当課

株式会社ファインコラボレート研究所

東京都港区元赤坂一丁目1番15号ニュートヨビル

令和

根拠規程

?年 q月/

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

※印を示した項目については、契約課で記入します。

政策経営部施設経営課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

3309000

名
住





件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

千代田区総合防災情報システム維持管理業務

特命随意契約理由書

概

工事

物品

選定理由

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・倭命、その他

・総合防災情報システム(防災情報システム・防災ポータルサイト・

防災アプリ)の運用、保守

1.プロポーザノレ年度令和5年度

(令和6年3月13日付5千政災危発第446号)

2.該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条4号

3.継続年度 2年

4.評価良好

令和5年度に本システムの構築及びその後の維持管理を含めたプ

ロポーザルを実施し、下記事業者を選定した。令和6年度はシステム

の構築を行っており、令和7年度から正式運用を開始する。

本システムの維持管理は、システムの開発元である下記事業者のみ

実施できる業務である。また、業務実績は良好なため、引き続き令和

7年度においても下記事業者を契約の相手方に指定する。

24q

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

契約期間

材、

所

担当課

7年チ"/令禾口

東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社

東京都港区海岸1-2-3 汐留芝離宮ビルディング

根拠規程

0 と.の理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

23β之0,00四

.、

政策経営部災害対策・危機管理課

リ

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

、

円(消費税を含む)

名
住













件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

電子決裁・共通基盤システム運用保守業務

特命随意契約理由書

概

工 事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品委託、の他

選定理由

要 全庁LANに接続する全庁LAN用端末から電子決裁・共通基盤シ

ステムが正常に利用できるように運用保守業務を行う。

1.プロポーザル年度平成18年度(平成19年度開始)

(平成 18年7月7日付、 18 千政業発第58 号)

2.対象千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条第4

号

3.継続 19年

4.評価良好

5.再延長令和4年12月15日「指名業者選定委員会」承認

更新3回目、通算 19年目であり、その業務評価も良好なため継続

により下記事業者を契約の相手方に指定する。

円タ

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

住所

契約期間

株式会社RKKCS

熊本県熊本市西区春日3丁目 15-60J R熊本白川ビル11階

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれて

います。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

ワ年今月

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

政策経営部情報システム課

/ヲ,622,400

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

1日

円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

都市計画情報提供システム保守・運用業務及び研修業務

特命随意契約理由書

概

工事

物品

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品(二蚕盆えその他

本業務は、最新の都市計画情報等を更新・提供するため、「都市計

画情報提供システム」(以下、「本システム」という。)を保守・運用

するものである。

あわせて、システムを有効活用することを目的として操作方法を広

く環境まちづくり部職員に習得させるための操作研修を実施する。

選定理由 1 導入年度平成28年度

下記業者は、本システムの開発業者である。運用・保守及び操作研

修を実施するにあたり、既設の機器、設備、情報処理システム等と密

接不可分の関係にあり、同一の者以外では責任区分が不明確になり、

また、故障発生時の原因究明・故障修理など対処が困難になる等、業

務の履行を達成できないものである。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

ヲΣj

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

担当課

ESR1ジャパン株式会社

7年 q月令和

根拠規程

0 との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

千代田区平河町2-フ-1

環境まちづくり部景観・都市計画課

令和7年4月1日から令和8年3月31日

5,3'ヲ" 6,000

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

1ヨ

円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

特別区税電話催告業務及び滞納整理等補助業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設●測蒲・設計、測量、地質調査・その他工事

物品く画亙^その他

要

選定理由

特別区税収納の確保を図るとともに、納税者の便益向上を図ること

を目的に、電話やSMSによる納付勧奨や特別区税滞納整理事務等の

うち定型的な業務処理について委託する。

1.プロポーザル年度令和6年度(令和7年度開始)

(令和7年2月21日付 6千地税務発第2481号)

2.該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱8条第6号

3.継続年数初年度

公募型プロポーザル方式により選定した下記業者を契約の相手

方に指定する。

契約の相手方

qげ

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

契約期間

称

担当課

所

株式会社アイティフォー・ベックス

/ロψ月令和 7年

根拠規程

千代田区一番町21番地一番町東急ビル

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和7年4月1日から令和 8年3月31日まで

地域振興部税務課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

I E ヲ/乙doo

名
住





件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

非常通報装置(学校110番)保守点検業務

特命随意契約理由書

概

工事

物

選定理由

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・1委劃、その他品

教育施設、児童福祉施設の安全管理のため設置している非常通報装

置について、正常に作動するよう保守点検を行う。

本件業務の履行にあたっては、下記の条件を満たす必要がある。

1.非常ボタンを押すと警視庁通信司令室に自動的に通報され、警察

官が駆けつけること。

2.非常通報装置の中央監視センターを自社内に設置し、24時間365

日回線状態の監視・システムチェック等のシステム運用を行うこと。

履行目的を達成するためには、複数の条件を満たすことが必要とな

つており、都内において全ての条件を満たす事業者は下記業者に特定

される。

以上のことから、下記業者を契約の相手方に指定する。

4ワ仟

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

契約期間

称 特定非営利活動法人東京都セキュリティ促進協力会

東京都豊島区東池袋1・32・6 河合ビル3階

担当課

所

7年4月令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和7年4月1日から令和8年3月31日

子ども部子ども施設課

(02q,600

地方自治法施行令第167条の2第1項第y号

日

名
住





件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

文書管理システム運用保守業務

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

概

物品:物品委託、の他

要
全庁LANに接続する全端末から文書管理システムが正常に利用

できるように運用保守を行う。

選定理由

1. プロポーザル年度平成18年度(平成19年度開始)

(平成 18年7月7日付、 18 千政業発第58 号)

対象千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条第4

号

継続 19年

評価良好

再延長令和4年12月15日「指名業者選定委員会」承認

評価良好のため、下記事業者を契約の相手方に指定する。

2

契約の相手方

今42

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

契約期間

称 株式会社 NTTデータ・アイ

東京都新宿区揚場町1-18

担当課

所

ワ年1月/令和

根拠規程

0 との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれて

います。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和7年4月1日から令和8年3月31日

政策経営部情報システム課

11,741ヲ・・80

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

3
 
4
 
5

名
住









件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

万世橋出張所・区民館植栽維持管理業務

特命随意契約理由書

概

工 事

物

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物『・委託、の他
口
ロロ

選定理由

万世橋出張所・区民館の建物・敷地内緑化等の緑化のために設けた

植栽の剪定・苅込、病虫害防除、除草、施肥等(以下「植栽作業」と

いう。)の管理を行う

下記業者は、建物・敷地内の植栽に際して、区民館の建設当時に建

築、設備業者とともに地上部の植栽及び区民館2・3階部分の人工地

盤における自動潅水装置の設置を行った「内山緑地建設(株)」の関

連子会社で、植栽の管理を担当している業者である。植栽作業のみな

らず、自動潅水装置に問題が生じた場合でも、建物の構造・システム

設備等にも通じており、植栽の維持管理業務を円滑に行うことができ

ることから、下記業者を契約の相手方として指定する。

/

契約の相手方

と夕3

0

※契約年月日

※契約金額

名称東京グリーンサービス株式会社

契約期間

住所東京都中央区八丁堀二丁目8番2号

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

7年 q月

令和7年4月1/日から令和8年3月31日まで

地域振興部万世橋出張所

/ /

8了6,000

地方自治法施行令第167条の2第1項第

/ロ
/

円(消費税を含む)

号



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

和泉小学校給食調理業務

特命随意契約理由書

概

工事

物

選定理由

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品く玉璽)その他品

和泉小学校の給食にかかる調理および配膳等業務を委託する。

1.プロポーザル年度令和4年度(令和5年度開始)

該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱8条第6号

継続年数 3年

4.評価良好

業務成績は良好なため、引き続き令和7年度においても

下記業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

4汁

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

担当課

株式会社メフォス

東京都港区赤坂2-23-1

令和

根拠規程

0 との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

^7年4月

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

子ども部学務課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

27,819, 000

日

円(消費税を含む)

2
 
3



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

経営相談受付システム提供業務

特命随意.契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・委託、その他

要

選定理由

千代田区商工観光課の窓口業務(経営相談等)の予約受付、

WEB会議受付、相談内容の記録を行うシステムの構築及びクラ

ウドサービスの提供

1 プロポーザル年度令和6年度(令和7年度開始)

(令和7年3月31日付 6千地商観発第727号)

2 該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要項第8条第

4万

3 継続年度初年度

契約の相手方

49〒

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

契約期間

株式会社Bloom Act

茨城県つくば市竹園1丁目6番地1

つくば三井ビルディング

担当課

令和ワ年4月ユ气" a

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約ゐ適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで

地域振興部商工観光課

巨64 9,イ・・00

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

/

品

名
住

称
所



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

(仮称)新九段生涯学習館基本構想の策定支援業務

概

工 事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

品:物品・1委詔、その他物

選定理由

要 本業務は、(仮称)新九段生涯学習館の整備にあたり、基本構想の

策定のため、専門的・技術的支援を行うものである。

本業務は、令和6年度に実施した(仮称)新九段生涯学習館整備

計画の検討業務との関連性・継続性が高いため、令和6年度の受託

者であり、履行状況も良好である下記事業者を契約の相手方に指定

する。

1 プロポーザル実施年度令和5年度(令和6年度開始)

(令和6年3月29日 5千地生ス発第492号)

2 該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条

第1号

3 継続年数 2年

4 評価良好な業務成績のため

1竹

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称パシフィックコンサルタンツ株式会社

契約期間

住所東京都千代田区神田錦町三丁目22番地

担当課

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれて

います。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

根拠規程

甲和ワ昇今月1日

令和7年4月1日から令和8年3月31日

地域振興部生涯学習・スポーツ課

/0,26b,000

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

円(消費税を含む)

ノ



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

「おがちょ教育交流事業」補助業務

特命随意契約理由書

概

工 事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品、物品・便元)、その他

選定理由

要 「おがちょ教育交流事業」の実施にあたり、乗船券、宿泊施設等の

手配を委託する。

2011年の小笠原諸島の世界自然遺産登録により、小笠原を訪れる

観光客は増加しているが、現地の宿泊施設やエコツァー等のガイド事

業者数は、世界自然遺産登録以前から横這いの状況が続いている。こ

のため、本事業実施時期である繁忙期における団体客の宿泊施設及び

ガイド事業者の確保は非常に厳しい状況となっている。

特に、夏休み期間は、一年の中でも特に来島客が多い繁忙期であり、

また、本事業は、スタッフを含めた参加人数が30 名を超える規模と

なっているため、小笠原の団体旅行の取扱実績のある旅行会社等を通

じて現地事業者との交渉にあたる必要があるが、現地事業者の手配に

ついて実績のある旅行会社の数は少ない。

下記事業者は小笠原諸島への理解・関心を深めるための中学生向け

プログラムについて熟知しており、本土(区部)に事務所を置く唯一

の小笠原旅行専門会社であるため、現地でのプログラム等を決定する

にあたり、現地業者と綿密な連携が可能である。

以上の理由から、下記の事業者を契約相手方とする。

4y2、

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

契約期間

称株式会社ナショナルランド

所東京都港区海岸1-16-1 ニューピア竹芝サウスタワ-3階

担当課

7年¥"/令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和7年4月1日から令和7年9月30日まで

子ども部子ども総務課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2夛

鳥ゞN,600

日

円(消費税を含む)

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

e・Lear1血g(DX コンテンツ)導入業務

特命随意契約理由書

概

工 事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品、物品・匡^その他

要

選定理由

DX人材育成におけるDXりテラシーの向上や、職員の新たな知

識・スキルの習得を支援することを目的として、オンライン学習プラ

ツトフォーム「udemyBusiness (以下「udemy」という。)」を導入

する。

本件は、個人の能力や求めているスキルに合わせて学ぶことができ

るオンライン動画学習サービスである。特にDX関連に特化してお

り、業務にDXを取り入れる力や活用する力だけでなく、これらに関

連したソフトスキル等幅広く学ぶことができる。また、一般社団法人

GOVTech東京(以下「Govrech東京」という。)が主導となって都内各

自治体と共同調達を行っており、共同調達に参加することでコスト削

減や都内各自治体と足並みをそろえDXを推進することができる。

下記事業者は、Govrech東京が今年度共同調達事業「e・1ear11in今(DX

コンテンツ)導入業務」に係るサービス提供事業者に選定した事業者

である。

以上の理由により、下記法人を契約の相手方に指定する。

3.1・

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

株式会社べネッセコーポレーション小中学校事業本部

東京都新宿区西新宿2・1・1 新宿三井ビルディング

担当課

ク年g月ノロ令和

根拠規程

0 と.の理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

之,1ys ,ククク

政策経営部人事課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

円(消費税を含む)


